
第１８号議案 

   区長の権限に属する事務の委任等に関する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２３年２月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   区長の権限に属する事務の委任等に関する条例 

 （委任） 

第１条 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い 

う。）第１８０条の２の規定に基づき、区長は、次の事務を足立区

教育委員会（以下「教育委員会」という。）に委任する。 

 （１） 子ども施策の総合的推進及び調整に関すること。 

 （２） 新たな子ども支援及び子育て支援の仕組みに関すること。 

 （３） 私立幼稚園、私立専修学校及び私立各種学校等に関するこ

と。 

（４） 認定こども園に関すること。 

 （５） 次世代育成支援行動計画に関すること。 

 （６） 保育に関すること。 

 （協議） 

第２条 教育委員会は、委任事務のうち特に重要又は異例に属する事

項を執行する場合は、区長と協議しなければならない。 

 （補則） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（足立区立幼保園条例の一部改正） 

２ 足立区立幼保園条例（平成１５年足立区条例第３９号）の一部を



次のように改正する。 

  第３条第１号中「足立区保育所の保育の実施に関する条例（昭和

６２年足立区条例第１１号。以下「保育実施条例」という。）第２

条」を「足立区における保育の実施等に関する条例（平成２３年足

立区条例第 号。以下「保育実施条例」という。）第５条」に改め

る。 

  第４条第２項を削る。 

  第８条第１項第１号中「第４条」を「第１６条、第１８条及び第

２０条」に、同項第２号中「第４条」を「第１６条」に改める。 

  第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

  （事務の委任） 

 第１１条 区長は、この条例に定める事務を足立区教育委員会に委

任する。 

 ２ 足立区教育委員会は、第４条に定める育成事業を推進するため

に、区長に協力を求めることができる。 

 （足立区福祉施設指定管理者等選定審査会条例の一部改正） 

３ 足立区福祉施設指定管理者等選定審査会条例（平成１７年足立区 

条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号を次のように改める。 

（１） 足立区における保育の実施等に関する条例（平成２３年

足立区条例第 号）第２条第４号に規定する区立保育所等 

  第３条各号列記以外の部分中「区長」を「区長又は教育委員会」

に改める。 

 （足立区子育て支援サービス利用者負担適正化審議会条例の一部改

正） 

４ 足立区子育て支援サービス利用者負担適正化審議会条例（平成１

６年足立区条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。 



  （事務の委任） 

 第８条 区長は、この条例に定める事務を足立区教育委員会に委任

する。 

 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一

部改正） 

５ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭

和３９年足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表区長の部足立区子育て支援サービス利用者負担適正化審議会

の項を削る。 

  別表教育委員会の部に次のように加える。 

足立区子育て支援サービス利用者負担

適正化審議会 

日額 ７，０００円 

 （足立区こども家庭支援センター条例の一部改正） 

６ 足立区こども家庭支援センター条例（平成１３年足立区条例第４

４号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

  （事務の委任） 

 第１７条 区長は、この条例に定める事務を足立区教育委員会に委

任する。 

 （足立区福祉サービス苦情等解決委員会条例の一部改正） 

７ 足立区福祉サービス苦情等解決委員会条例（平成１２年足立区条

例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「区長」を「区長又は教育委員会」に改める。 

 （足立区立幼保園条例等の一部改正に伴う経過措置） 

８ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に付則第２項

から前項まで（第５項を除く。）の規定による改正前の足立区立幼

保園条例、足立区福祉施設指定管理者等選定審査会条例、足立区子

育て支援サービス利用者負担適正化審議会条例、足立区こども家庭



支援センター条例、足立区福祉サービス苦情等解決委員会条例（以

下これらを「旧条例」という。）の規定により区長が行った処分そ

の他の行為で現に効力を有するもの又は旧条例の規定により区長に

対してされた申請その他の行為で施行日以降に処理されることとな

るものは、それぞれ付則第２項から前項まで（第５項を除く。）の

規定による改正後の足立区立幼保園条例、足立区福祉施設指定管理

者等選定審査会条例、足立区子育て支援サービス利用者負担適正化

審議会条例、足立区こども家庭支援センター条例、足立区福祉サー

ビス苦情等解決委員会条例の規定により教育委員会が行った処分そ

の他の行為又は教育委員会に対してされた申請その他の行為とみな

す。 

 

 （提案理由） 

 区長の権限に属する事務を教育委員会に委任するとともに、規定を

整備する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


